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国土審議会計画推進部会（第２回）・企画・モニタリング専門委員会（第１回）合同会議 

平成２９年５月２９日（月） 

 

 

【総務課長】  恐れ入ります。それでは、定刻になりましたので、ただいまから国土審

議会第２回計画推進部会・第１回企画・モニタリング専門委員会合同会議を開催させてい

ただきます。 

 私は、事務局を務めております国土政策局総務課の深澤でございます。 

 本日は、お忙しい中をご出席いただきまして、まことにありがとうございます。しばら

くの間、進行を務めさせていただきます。 

 まず、本日の会議の公開につきましてご説明させていただきます。国土審議会運営規則

第５条等の規定により、国土審議会の会議は、原則として公開することとされております。

従いまして、当合同会議におきましても、会議、議事録ともに原則公開することとし、本

日の会議も一般の方々に傍聴していただいております。この点につきまして、あらかじめ

ご了承くださいますようお願い申し上げます。 

 議事に先立ちまして、お手元の資料の確認をさせていただきます。議事次第、座席表と

ありまして、その後ろに、資料の数が多くて恐縮でございますけれども、資料１から１０

まで、また参考資料といたしまして、１と２をおつけしております。配付資料の一覧につ

きましては、議事次第の下半分に記載をさせていただいております。 

 以上の資料につきまして不備がございましたら、事務局までお申し付けください。 

 初めに、国土政策局長の藤井よりご挨拶を申し上げます。 

【国土政策局長】  皆様、お忙しいところを第２回目の計画推進部会、また、第１回企

画・モニタリング専門委員会の合同会議にご出席を賜りまして、まことにありがとうござ

います。 

 ご案内のとおり、昨年４月１９日に第１回目の計画推進部会を開催させていただきまし

た。そこで、一昨年閣議決定されております新しい国土計画、この計画を効率的に実行し

ていくためにいろいろご審議をいただく、審議を効率的に行うために４つの専門委員会を

設けることをお決めいただいたわけでございます。後ほどご報告があると思いますけれど

も、企画・モニタリング、稼げる国土、住み続けられる国土、国土管理という４つの専門

委員会を設置いたしまして、それぞれの専門委員会で約１年、ご議論を賜りました。今日
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はそれぞれの専門委員会から議論の状況をご説明いただいて、この計画推進部会のご意見

を賜った上で、さらなる議論を深めていきたいという趣旨でございます。 

 それから、企画・モニタリング専門委員会は１回目ということになります。後ほどご説

明をさせていただきますが、ＧＩＳ、あるいはビッグデータ、そういうものを積極的に活

用したモニタリング手法を進めるということで、国土のモニタリング２.０といった考え方

をお示しさせていただく予定でございます。 

 さまざまなご意見を頂戴して、それらを政策に取り組んでまいりたいと思います。大所

高所から活発なご議論を賜りますようお願い申し上げまして、冒頭のご挨拶とさせていた

だきます。ありがとうございました。 

【総務課長】  ありがとうございました。これより先、カメラによる撮影はご遠慮いた

だきたいと思います。 

 続きまして、前回都合でご欠席でした委員のご紹介をさせていただきます。 

 岡部明子委員でいらっしゃいます。 

【岡部委員】  岡部です。よろしくお願いいたします。 

【総務課長】  佐々木眞一委員でいらっしゃいます。 

【佐々木委員】  よろしくお願いします。 

【総務課長】  続きまして、寺島実郎委員でいらっしゃいます。 

【寺島委員】  よろしくお願いします。 

【総務課長】  望月久美子委員でいらっしゃいます。 

【望月委員】  よろしくお願いいたします。 

【総務課長】  矢ヶ崎紀子委員でいらっしゃいます。 

【矢ヶ崎委員】  矢ヶ崎です。よろしくお願いいたします。 

【総務課長】  なお、大西委員、小田切委員、垣内委員、田村委員、藤沢委員、増田委

員は、所用のため欠席との連絡をいただいております。 

 また、本日は、計画推進部会の定足数を満たしておりますことを念のため申し上げます。 

 それでは、次に、部会長の互選をお願いしたいと存じます。 

 計画推進部会長につきましては、奥野委員にご就任をいただいていたところですが、今

年の３月２７日をもって奥野委員の国土審議会委員としての任期が一旦終了しております

ため、現在は部会長が不在という形になっております。国土審議会令第３条第３項の規定

に基づき、部会長は部会に属する委員及び特別委員の方々から互選していただくというこ
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とになっております。いかがいたしましょうか。 

 望月委員、どうぞ。 

【望月委員】  僣越ながら私のほうから推薦させていただきたいと思います。部会長に

つきましては、国土政策について非常に深い学識をお持ちになられ、また、国土審議会の

会長でもあります奥野委員に引き続きお引き受け願いたいと思っております。ご提案を申

し上げたいと思います。 

【総務課長】  ただいま望月委員から奥野委員にというご提案がございましたが、いか

がでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【総務課長】  ご異議ないようでございますので、奥野委員に部会長をお願いいたした

いと存じます。 

 それでは、奥野委員、部会長席にご着席くださいますようお願い申し上げます。 

 続きまして、先ほど局長の挨拶にもございましたけれども、今回の計画推進部会は、企

画・モニタリング専門委員会の第１回の会合と合同でもございます。企画・モニタリング

専門委員会の設置につきまして、簡単にご説明をさせていただきます。 

 企画・モニタリング専門委員会は、昨年の４月１９日に開催されました第１回の計画推

進部会において設置が決定されたものでございます。お手元の資料４、「企画・モニタリン

グ専門委員会設置要綱」の２のところに任務が規定してございます。「企画・モニタリング

専門委員会は国土形成計画の推進に関し、計画のモニタリングに関する事項及び計画の推

進に関する重要事項」について調査審議いただくことを任務としておりますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 大変長くなりましたけれども、事務局から議事に入る前の説明については以上でござい

ます。 

 それでは、以降の議事運営は、部会長にお願いしたいと存じます。奥野部会長、どうぞ

よろしくお願い申し上げます。 

【奥野部会長】  改めまして、奥野でございます。大変僣越に思いますが、ご推挙いた

だいておりますので、本部会の取り回しをさせていただきます。皆さんのご協力とお知恵

でよい議論ができればと願っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、国土審議会令第３条第５項の規定に基づきまして、あらかじめ部会長代理を

指名するということになっております。本日ご欠席でございますが、増田委員に部会長代
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理をお願い申し上げたいと思います。ご了解、よろしくお願い申し上げます。 

 続きまして、企画・モニタリング専門委員会委員の指名を行いたいと思います。当専門

委員会に所属する委員につきましては、資料３の「計画推進部会設置要綱」の第４項の規

定に基づきまして部会長が指名するとされております。現在は資料２のとおり９名の方々

が指名されておりますが、これに加えまして、垣内委員、それから私奥野の２名を新たに

企画・モニタリング専門委員会に所属させるということにしたいと思います。ご了解のほ

どよろしくお願い申し上げます。 

 また、当専門委員会の委員長でございますが、「計画推進部会設置要綱」の第５項に基づ

きまして部会長が指名することとされております。当専門委員会につきましては、私奥野

が委員長を務めたいと思いますので、この件をよろしくご了解をお願いいたします。 

 また、同じく、「計画推進部会設置要綱」の第７条の規定に基づきまして、あらかじめ委

員長代理を指名させていただきたいと存じます。国土管理専門委員会の委員長を務めてお

られます中出委員に代理をお願いいたしたいと思いますが、どうぞよろしくお願い申し上

げます。 

 それでは、本日の議事に入ります。 

 お手元の議事次第にございますように、本日の議題は１が「各専門委員会の審議状況に

係る報告」、２が「その他」の２点であります。 

 まず第１、各専門委員会の審議状況に係る報告についてでございますけれども、各専門

委員会委員長から説明をお願いしまして、質疑応答はその後まとめて行いたいと思います。 

 それでは、最初に、稼げる国土専門委員会の審議状況につきまして、坂田委員長から説

明をお願いいたします。恐縮ですが、１０分程度でお願いいたします。 

【坂田委員】  稼げる国土専門委員長を承っております東京大学の坂田でございます。

よろしくお願いいたします。 

 まず、資料の５－１をご覧ください。この後、資料５－１と資料５－２、５－２は１枚

紙と白表紙で製本されたもの、その後Ａ４横の資料、３点セットになっております。 

 まず、資料５－１でございますけれども、検討の経緯からごく簡単にご説明をしたいと

思います。昨年４月の部会決定に基づきまして、本専門委員会におきましては、５－１の

１ポツにございます、３つの点について検討するべきだということになっております。こ

のうち平成２８年度については、一番上の地方都市、地方発イノベーションの創出と、そ

れから知的対流拠点のあり方について検討を行ってまいりました。 
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 メンバーでございますけれども、２ポツのところにございます。地域商社や観光、金融

機関、産業界から現場に精通された有識者と学識経験者の９名で構成させていただいてお

ります。また、各回の委員会におきましては、関係各省からご参加をいただいているとこ

ろです。 

 検討の経緯でございますけれども、全体で昨年度４回の検討を重ねてまいりまして、地

域発イノベーションに取り組む地域にとって有益であると考えられるポイントを整理して

きたわけでございます。その成果といたしまして、資料５－２、後ほどご紹介いたします

けれども、ローカル版「知的対流拠点」マニュアルを取りまとめております。 

 ４回の委員会では、先行事例の調査分析から始まりまして、現場に精通する委員からの

プレゼンテーション、問題提起、それから特徴的なところとしましては、第３回を見てい

ただきますと、四国の四万十町と中土佐町で現地調査。その後、現地で委員会を開催する

というようなことも行っております。こうした検討を経まして、３月３０日にマニュアル

を取りまとめまして公表させていただいております。 

 今後でございますけれども、先ほど検討テーマの２番、大都市の問題、それから大都市

と地方との交流の問題が残ってございますので、これも含めて今後検討をしてまいりたい

と考えております。 

 資料５－２の１枚紙のほうに行っていただきまして、５－２は「知的対流拠点」のイメー

ジを絵としてまとめたものでございます。国土形成計画では、知的対流拠点の形成に向け

て、地域ならではの資源を、私の言葉を交えますと、適切な形で見出して生かすというこ

とと、地域の産学官金などが連携して、地域資源を生かす知恵やアイデアを出し合う場づ

くりというように定義されています。こういった概念を踏まえて、代表的な地域資源とし

て、研究・技術、ものづくり、農産品、観光資源の４分野を取り上げております。それが

資料の中で青字で書かせていただいております。 

 こうした地域対流拠点づくりに必要な要素としては、左上に凡例をつけておりますけれ

ども、それぞれの地域資源を核にして、産学官金を中心にした活動主体、それからそうし

た活動主体のつながりをコーディネートする主体、活動を行う空間、それからそうした活

動を支える交通ネットワークの４つというように分類整理をしております。こうしたこと

を踏まえ、稼げる国土専門委員会で提示したローカル版「知的対流拠点」づくりとは、こ

うした４つの要素が機能し知的な対流を促す場づくりを通じて、各活動主体のおのおのが

地域資源を生かした新たな活動に価値を見出し、継続的な活動が行われる地域づくりであ
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るとの整理を行っております。 

 本体の紹介をごく簡単にさせていただきます。まず、冒頭でございますけれども、本マ

ニュアルづくりにつきましては、頭でっかちな検討をするのではなくて、まず、先行事例

の調査整理を行いまして、それに基づく検討を行っております。最初のマニュアルの冒頭

でございますけれども、こちらにカラーで先行事例として取り上げた代表的な地域の事例

を紹介させていただいております。 

 こういったことを踏まえましてつくり上げたマニュアルでございますけれども、８ペー

ジに飛んでいただきまして、本体の８ページでございますけれども、「知的対流拠点づくり

の流れ」というページがございます。これについて必要な、先ほど申し上げた主体、つな

がり、空間、ネットワークと、この４つを横に並べまして、それぞれの流れを整理し、そ

れから、全体の中で重要とされた自治体の役割を下のほうに整理、まとめております。 

 そして、先行事例から導き出したこうした知的対流拠点づくりに向けて有益なポイント

を７つの解説として一般化し、後ほどまとめております。７つのポイントについて、ごく

ごく簡単に触れさせていただきますと、９ページですけれども、９ページに解説①という

ことで、活動の背景やきっかけの重要なポイントとして、まず、地域の関係者がそれぞれ

の地域の課題や危機感を認識・共有し、それも新たな活動のチャンスとして捉えることを

挙げております。こうしたポイントについては、１１ページなどに特徴的な取り組みをコ

ラムとして紹介をさせていただいております。やはり地域の方々にこういったことを咀嚼

して受け入れていただくには、こういったコラムの方式がよいだろうというのが私どもの

考え方でございました。 

 次に１２ページですけれども、１２ページには、誰がどのようにして、地域の強みとな

る資源と、それらの資源の活用方策を考えるかという点を挙げております。これにつきま

しては、先ほども申し上げた１４ページから１７ページあたりに事例を設けておりますけ

れども、例えば、先ほどお話しした四国の中土佐町、それから四万十町における現地調査

結果を活用したコラムなどを掲げさせていただいております。 

 特に、例えば現地で印象的でしたのは、地域資源であるカツオや、それから特別な付加

価値を持った米を生かして消費者目線での市場を見据えた商品づくりとブランド化を実現

した取り組みというものが印象的でございまして、こういったような要素を取り入れてい

るということでございます。 

 それから、１８ページですが、解説③ですけれども、活動主体の間のつながりをつくる
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際のポイントを挙げております。ここでは、まず場づくりとコーディネート役が必要であ

るということを示した上で、どういったリーダー人材がこれまで活躍されているのかとい

ったようなこと、それからリーダー人材としての必要な要素などについて整理をしており

ます。 

 それから、少し飛んでいただきまして、３４ページになりますが、解説④では、知的対

流拠点としての場づくりの際のポイントを挙げております。この中で、例えば３７ページ

でございますけれども、まちづくりや地域のブランディング、広域連携との連動も重要で

あるということを指摘しております。コラムとして、例えば３７ページに鶴岡市の有名な

世界最先端の研究事業活動の事例、それから４２ページには上田市における東信州エリア

での広域連携による事例などを整理させていただいております。 

 それから、解説⑤ですが、４３ページでございますけれども、交通ネットワークを生か

す視点についてまとめております。交通結節点を生かしたヒト・モノの流れの促進や整備

が進む交通ネットワークを生かした商品の販路開拓の視点などを挙げております。 

 ４６ページですが、解説⑥では、方策の実行・改善・発展というプロセスに関する視点

をまとめております。特に重要としましたのはビジョンの共有、それから、関係省庁にも

この委員会には参加いただいておりますけれども、そういった関係省庁の支援策の総合的

な有効活用、こういった点を挙げております。 

 それから、最後ですけれども、４７ページ、解説⑦では自治体の役割をまとめておりま

す。日本におきましては、やはり信用力、それからつながりのコーディネート力、それか

ら地域をまとめる力として自治体の役割は非常に大きいというのが全体の所感でございま

して、そういった観点から自治体の役割を大きく３点に整理をさせていただいております。 

 最後に、今回の報告資料には入れておりませんけれども、第４回の委員会では経済産業

省のほうから、今、通常国会に提出されている地域未来投資促進法案についての説明をい

ただきました。この法案の目指すところと、このマニュアルでの地域の活性化に向けた方

向性というのは非常に近いものがあるということで、両者の間で連携していこうというよ

うな話し合いができたところでございます。 

 国土交通省ではマニュアルの広報と実践に向けて、内閣官房のまち・ひと・しごと創生

本部や経済産業省などをはじめとした関係省庁との連携も引き続きしっかり取り組んでい

ただきたいと私ども委員会としては考えております。 

 最後に、Ａ４横のペーパーでございますけれども、今後の検討事項を整理したものでご
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ざいます。①、②、③と大きく３つ挙げております。私どもは１年目、地域における課題

と、それから地域におけるイノベーションの課題と対流拠点づくりから始めたわけでござ

いますけれども、２年目は大都市における知的対流拠点のあり方に踏み込み、さらに地域

と都市の多様な連携を生み出す方策についても、７月以降に専門委員会を再開し、議論を

していきたいというふうに考えております。 

 簡単でございますが、以上でございます。 

【奥野部会長】  どうもありがとうございました。 

 次に、住み続けられる国土専門委員会の審議状況につきまして、本日、小田切委員長は

欠席でございまして、藤山委員長代理にお越しいただいておりますので、説明をお願いい

たします。 

【小田切委員代理（藤山）】  藤山です。よろしくお願いします。 

 資料６－１及び６－２で説明させていただきます。まず、資料６－１のほうですが、こ

ちらにありますのは経緯、あるいは委員の体制で、これまで計５回の委員会により検討を

進めました。 

 それでは、早速、資料６－２のほうに入っていきたいと思います。まず、１枚めくって

２ページでございます。全体の枠組みでございますが、今年度は初年度ということであり

まして、あまり拙速な具体策というよりは、しっかりしたデータ、エビデンスに基づいて、

どうしたら住み続けられる国土の枠組みというのをしっかり審議させていただきました。 

 「住み続けられる国土」というのは耳新しいこと言葉ですが、そちらにありますように、

人々が世代を超えて、持続可能な暮らしを継いでいくことを可能にする国土というように

考えております。言うなれば、一度きりの使い捨てにしていかない、国土や地域社会を目

指すものであります。 

 この半世紀でいろいろ団地とかマンション、新たな地域社会の形態が増えてきたわけで

すが、そうした持続性となりますと、非常に心もとないものがあります。では、こういっ

た農山漁村も含めて住み続けられる国土をどのように実現していけばいいのかということ

ですが、そうした人々のずっとそこに住んでいきたいといった居住願望を満たす土俵であ

る地域社会というのをしっかり国土の中に位置づけていくことだと考えます。そして、目

指すものとしては、そこに多様な地域、固有の文化が育まれなければいけない。しかも、

そうした暮らしや経済の土台として、しっかり人と自然がかかわった「二次的自然」とい

うのが適切な管理がされなければいけないと、こういう視点で審議を進めました。 
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 ちなみに、３ページ右側には、ＯＥＣＤのTerritorial Reviewsとしても、いたずらに生

産性の効率に焦点を当てて集中させればよいというだけではなくて、持続可能な居住パ

ターンの間でバランスをとる必要があると、こういった答申も出されているところでござ

います。 

 それでは、４ページのほうに行きまして、平成２８年度の調査事項、アプローチとしま

しては、「都市と農山漁村が活発に対流する地域構造」というのはいかなるものかというこ

とでございまして、この下の表にありますように、我々としては基本的なモチーフとして、

重層的な地域の類型、あるいは階層を設定して、そこでいろいろなデータも含めて検討を

進めてきました。 

 実際には、６ページにありますように、３つの点につきまして審議を進めていきました。

順を追って説明させていただきます。７ページ目、第１章にありますが、まずは三大都市

圏と地方圏全体の人口移動はどうなっているか。人口問題は近年、注目を浴びていますけ

れども、それを単に大きな都市と農山漁村だけではなくて、図２－１－１にありますよう

に重層的な中で、今、どうして対流、あるいは移動が起きているかと分析しました。こち

らを見ていただきますと、一番問題なのは、東京圏を中心に相変わらずそこへ人口の一極

集中が見られることです。バランスがとれていないということでありますけれども、同時

に中身を見ますと、地方圏の中でもそれぞれの都市の相互のあり方、特にそうした大きな

都市と農山漁村を仲立ちするような都市の人口動向が重要であるということが見て取れま

す。 

 そして、一方では、９ページ以降、近年こちらも注目されています、いわば田園回帰の

動きでございますが、１０年前、限界集落という言葉で語られるように、集落の危機が訴

えられました。実際その後どうなったかというフォローの調査の結果が出ています。９ペー

ジ目の中ほどにありますように、これは全国の大体７万集落につきまして、一体この１０

年ぐらいで転入者はいるのか、いないのか。その内訳はどうなのかということが明らかに

なっています。これは市町村の回答でございまして、集落単位ではまだ把握できていない

ところもあるんですが、そういうのを把握できた中におきましては、１０年前はかなり消

滅するんじゃないかというようなことも言われた集落ですが、全体としては、あまり消滅

は見られず、そしてそこに新たな転入者が生まれていると。しかも、その主力は子育て世

代であるという実情が明らかになっています。 

 そして、１０ページ目にありますように、どういった人々がそこへ入っているかという
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と、ずばり言いますと３０代の子連れが目立ちます。しかも、そうした人たちが、単なる

稼ぎとか、そういう問題じゃなくて、新しいライフスタイル、暮らし志向で入っており、

従来からの農林水産業のみならず、新しくクリエイティブな仕事につこうとしていると、

こういう流れが見て取れるところでございます。 

 それでは、次に、第２章、１３ページ以降では、こうした地方に移り住む、あるいは住

んでいる人々を受けとめる、現在の農山漁村の居住者の日常生活圏はどうなっているのか

ということを取り上げています。こちらのほうも極めて具体的に、地方中枢都市からの距

離によりまして類型化して調べております。まず、明らかになったことは、１５ページの

上の図にありますように、図２－２－４です。ある程度、地方の中枢都市、この場合は中

心都市とやっていますが、そこに近接している地域では、実は従来からの地方の中小都市、

人口５万人とか１０万人が多数を占めていますが、そこがどんどん中抜きというか、頭越

しをされている傾向があります。こうした地方の中小都市の役割の低下というのが見て取

れるようなデータが出ています。 

 そして、今度は、１７ページ目にありますように、一定程度地方中枢都市から遠く離れ

たところではそうした傾向は少ないのですが、全体として人口減少の進行が止まっていま

せん。こうした課題が出てきていまして、農山漁村の暮らしを支えるためにも、中抜きさ

れつつある地方の特に中小都市の役割というのがクローズアップされています。 

 さて、こういう状況を踏まえまして、第３章では、３つ目の検討課題として、だったら

地方圏を「住み続けられる国土」にしていく基本的な考え方は何なのかということですが、

我々委員会としては、それは一言でいうと、「多層のコンパクト＋ネットワーク」です。１

つだけ、ここだけやればいいというものではなくて、そういった重層的な対流、しかもそ

れは双方向でちゃんと対流していくような、そういう構造が必要だということを議論して

まいりました。 

 １９ページ目の右の図、図２－３－２にありますが、こういう視点に立ちますと、単に

農山漁村だけでなくて、中小都市も含めて連動した対流圏の組み直しが必要です。小さな

拠点だけでもだめだし、中小都市の中心部だけを何とかすればいいだけの問題ではないと

いうような認識に至っております。 

 その具体的なイメージにつきましては、今後さらに煮詰めていく段階でございますが、

２０ページ目の中ほどに私のほうも資料提供させていただいてます。地方の中小都市の存

在感、あるいは役割の低下が見られますが、地方都市自体は、その成り立ちからしてもマー
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ケットタウンというか、市場町であります。つまり、地域に根ざした循環の結節点となっ

て進化した経緯がございます。もう一度これを周辺の農山漁村の小さな拠点から組み直し

て、しかも、それはなかなか規模の経済では成り立ち得ないということであれば、いろい

ろなヒトやモノも横断した複合的な輸送体系を双方向でやっていくことが考えられます。

域内の複合的な少量輸送と外からの専門的な大量輸送というのをきちんと接合していくよ

うな、こうした組み換え、進化が必要なのではないかというように、検討の１つの方向も

出されております。 

 さて、こうした検討過程を受けて、今後の検討課題も含めて、今までの議論を位置づけ

た上で展望を進めますと、２２ページには、これまで半世紀以上にわたる圏域政策の変遷

と、それを受けての今回の住み続けられる国土専門委員会の検討の位置づけというのが１

つの図にしてあります。今までいろいろな階層ごとのアプローチというのはそれなりに有

効だったわけですが、どうしてもある程度、圏域を１つに絞って、そこでこれをやればい

いという感じでの進化なり、積み重ねが見られました。しかし、先ほどのように農山漁村

から地方の中枢都市までをしっかり連動させて見るときに、１つのレイヤーというか階層

だけで、こういうことをやればいいということでは、大きな進化あるいは持続可能な地域

とはなり得ないというような議論をしております。 

 いわば、ちょうど図柄にありますように、単に大きな渦だけでもだめで、小さな渦も含

めてそれが複合化していくような、こうした重層かつ連動した対流圏あるいは循環圏の構

築が必要ではないかというように議論を進めているところでございます。それが冒頭から

申し上げた多層かつ多様なコンパクトとネットワークを構築していこうとする流れになっ

ているわけでございます。 

 さて、最後２３ページでございますが、今後の検討課題としましては、こうしたものが

一朝一夕ではできるはずもなく、かなりしっかり腰を据えて、住み続けられるというから

には世代を超えて、やはり二、三十年単位での計画、あるいは展開が必要だと思います。

そうしたものを展望する中で、３つの検討課題を設定します。１番目は、こういうような

重層的な多層的な検討、あるいは展開の階層を考える中で、その中でのしっかりした分担

と連携を改めて有機的に整理していこうというものです。 

 それから、２番目は、その中でも現在、役割の低下が懸念される地方の中小都市という

のをどのように再生するのか。しかも、それも単に昔返りというわけではなくて、地域内

外の対流をもう一度しっかり結びつけるハブ拠点として、そうした新しい役割というのを
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検討していきたいと思います。 

 そうした中小都市の再生もやはり外から物を持ってきて、そこへ配るだけではなくて、

そういうものと双方向で絡まる、域内での循環というのをしっかり組み直していく。しか

も、それが域内の再投資にも結びついていくと。そうしたところも含めて、今後さらに検

討を進めていきたいというように思っています。 

 以上が住み続けられる国土専門委員会の現在までの検討経過でございます。 

【奥野部会長】  どうもありがとうございました。 

 それでは、続きまして、国土管理専門委員会の審議状況につきまして、中出委員長から

説明をお願いいたします。 

【中出委員】  国土管理専門委員会で委員長を務めております中出です。委員会のご報

告をさせていただきます。 

 まず、資料７－１にございますように、国土管理専門委員会におきましては、人口減少

下における持続可能な国土の管理・利用の推進について、平成２８年９月より４回の委員

会を開催して、市町村における課題と対応について、２回目、３回目でそれぞれ市町村に

２自治体ずつ来ていただくなど、事例をヒアリングしながら議論して、このたび、「これか

らの国土利用・管理に対応した国土利用計画（市町村計画）のあり方」としてまとめたと

ころです。 

 お手元の資料７－２が取りまとめの概要、資料７－３が本文、資料７－４、Ａ４横です

が、これが参考資料で市町村へのアンケートの調査結果や市町村の国土利用計画の実例な

どになります。資料７－２の概要、１ページ物ですが、これをお手元に置いていただいて、

資料７－３を中心に説明をさせていただきます。 

 まず、資料７－３をはぐっていただいた１枚目の２ページ目のところの「はじめに」の

部分で、国土形成計画で示した人口減少下の国土の適切な管理について、一体として策定

されている国土利用計画のことについて言及しながら、この委員会で取り組んでいくこと

などの背景を示しています。今回、国土形成計画、国土利用計画で示したコンセプトであ

ります自然との共生、防災・減災、そういったものの複合的な効果を発揮する「複合的な

施策」の推進、より安全で持続可能な国土利用の選択を行う「選択的な国土利用」の概念

などを地域で実現する方法について議論できたと思っております。 

 国土利用・管理を取り巻く状況と課題、それから対応の方向性につきましては、資料７

－２の概要の上半分にまとめてあります。まず、状況と課題につきましては、人口減少、
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それから高齢化による農地の荒廃や野生の鳥獣害の発生などの国土管理水準の低下、土地

利用の非効率化、巨大災害の切迫、気候変動等による水害、土砂災害等のさらなる頻発化・

激甚化、そういったものの懸念が挙げられており、また合併による市町村の広域化、また

一方では、地理空間情報の活用のしやすさが向上したことなどの状況変化があります。 

 国土管理の課題につきましては、資料７－４、参考資料横のものの２ページ目に、全国

市町村に調査したアンケートの結果を載せているので、これを適宜ご覧いただければと思

います。 

 これらに対し、資料７－２で対応の方向性は概念の下に書いてありますが、対応の方向

性のとおり、これら人口減少下の今の時代の状況を踏まえて、個々の課題に個別に対応す

るだけでなく、総合的に解決するために市町村のさまざまな施策を束ねた総合計画を空間

化し、地図上に見える化して総合的に土地利用を考えるアプローチを進めるべきではない

かと提案しています。 

 課題についての補足ですが、資料７－３の５ページ目、それから資料７－４の２ページ

目のアンケートをご覧いただきたいのですが、人口減少による土地利用の非効率化として、

空き地・空き家などが増えていると感じる自治体は９割と、一定の利用可能な人口を前提

として成り立つ医療・介護などの生活サービスが成り立ちにくいおそれが指摘されていま

す。それから災害については、例年、地震、豪雨災害等が起きており、浸水想定区域図の

公表が進められたり、市町村の責任が増すとともに、水害リスク情報を踏まえた土地利用

の促進の必要性なども社整審のほうで言及されているところです。 

 また、資料７－４のアンケートでも書いてありますが、老朽化するインフラの管理など

も９割の市町村においては課題として挙げられております。これらのさまざまな機能を集

約した拠点への集約化を図ったり、また、集約の際には災害のリスクの低い土地への誘導

を配慮する。こういった点で「コンパクト＋ネットワーク」の戦略を持った土地利用構造

への転換を進めることが有効ではないかと示しております。 

 それから、資料７－３、７ページ目ですが、国土利用・管理上の課題として、農地の荒

廃や森林の手入れ不足などに関する国土管理水準の低下についても、これもアンケートの

答えですが、７割以上の市町村で課題として挙げられていますが、この観点では身近な地

域の課題に沿った計画づくりを進めるということで、国土管理が進められるのではないか

という方向性を示しております。 

 ほかにもアンケートで出ております所有者の所在の把握が難しい土地の増加、それから
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廃業したゴルフ場などの跡地の管理、メガソーラー施設等、従来想定されなかった土地利

用など、地域によって国土管理の課題というのが一律ではなく、地域の実情に応じた課題

に対応するため、基礎自治体である市町村の役割が重要である点について触れております。 

 それでは、このような課題に向けて、地域の状況に合った土地利用計画をつくっていく

に当たってどうすればいいのかということで、７－３の７ページの真ん中以降（１）（２）

（３）と示していますが、都市、農地、森林等全てを含む市町村の区域内全域についてつ

くることができ、交通、災害などを考慮した分野横断的な考慮できる、そして、総合性、

それから長期の時間軸、こういったものを見据えて土地利用の誘導を緩やかに行う計画、

それから、他の政策の指針として位置づけられる計画として国土利用計画（市町村計画）

の活用、特に見える化をするために土地利用構想図を作成することが有効ではないかとい

うことを示しております。 

 ページをめくっていただきまして、９ページ目、３の国土利用計画（市町村計画）制度

の現状と課題についてですが、国土利用計画の市町村計画は、国土利用、土地利用のグラ

ンドデザイン、マスタープランを示すことができる計画であり、市町村の基本構想や、そ

れに準じた総合計画などと一体として策定・変更されていることが多い市町村における土

地利用の基本の計画です。 

 資料７－４、参考資料の９ページをご覧いただきたいと思いますが、この土地利用の基

本の計画である国土利用計画（市町村計画）は全国で半数の自治体が持っていますが、長

期間見直しが行われていないところもあるなど課題があります。９ページの裏面に、１０

ページ、あるいは１１ページ、１２ページに市町村計画の現状と課題等が載っております

ので、後ほどご覧ください。 

 一方、活用している市町村では、土地利用構想図をあわせて定めて、大きな土地利用の

方向性を示したもの、それから、静岡県の富士宮市など、災害リスク・水資源などの地域

の特性を踏まえた土地分級などを定めた上で地域区分を設定しているもの、土地利用規制

の根拠としたもの、それから福島県三春町など、住民との議論を経て詳細な地域レベルの

計画を定めている、そういった活用事例もあります。これにつきましては、資料７－４の

１７ページ以降に策定事例がありますので、後ほどご覧ください。 

 活用に関しての課題としましては、空間化に関しては、ＧＩＳを活用しての市町村計画

の策定というのは、土地利用の現況把握でもまだ半数程度と必ずしも多くはありません。

土地利用構想図は市町村計画を策定している自治体の７割と全てでもありません。また、
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実効性のある予算とか、規制などの具体的措置を伴わない点などについても課題として聞

かれています。 

 資料７－３の１１ページをご覧ください。４のこれからの国土利用計画（市町村計画）

のあり方についてですが、７－２の概要の下半分になります。これについて、今後の市町

村計画について、地理空間情報も活用して人口動態、あるいは交通インフラ、災害リスク

情報などを踏まえて、市町村の目指すべき姿を市町村国土利用計画の土地利用構想図で描

き、さまざまな政策を見える化する手段として活用し、災害リスクなどを踏まえた上で居

住などを抑制するエリア、そういったものを設定し、人口減少とともに、地域の安全度が

向上する地域構造への転換を進めたり、さまざまな生活サービス施設の位置をそれぞれ検

討するのではなく、１つの地図に落として機能を集約して拠点形成を目指すエリア、そう

いったものを定め、効率的に医療・福祉等のサービスを提供する地域構造への転換を進め

たりすることができるのではないかという点を示しています。 

 また、利用を抑制したエリアは、ただ抑制するだけではなく、国土形成計画で示した選

択的国土利用になりますが、例えば他の目的で活用することなどが必要ではないかと思っ

ています。実現に当たっては、国・県などの協力が必要とも考えられますが、環境と防災

を両方考慮した遊水地にするなどのグリーンインフラ的な考え方も参考になるのではとい

った議論がありました。 

 また、計画を策定した後につきましては、１２ページのとおり、計画の具体化の手段と

して、この基本となる計画をマスタープランとして総合的な土地利用調整を行うために、

条例等と連携して土地利用誘導を図ること、さまざまな部門と調整し、さまざまなプロジ

ェクト等の調整を行うこと、より身近な地区レベルの計画の推進を行うことなどがそれぞ

れ重要ですが、それらの強化をここでは提案しております。 

 また、概要の一番下の計画策定・推進の支援ですが、本文では１３ページ目に書いてあ

ります。具体的にこれを進めるに当たっては、国土利用計画制度を今の時代に合った制度

とするとともに、市町村が計画策定をするための支援を国として情報提供するだけでなく、

技術的な支援の充実が必要である点を提言しています。制度の充実については、これまで

述べたような利用の転換などの政策誘導的なエリアの設定と、そこに誘導を図るための措

置の充実、小さなまとまりを持った地域で、住民にとって身近な計画策定を可能とするこ

となどが挙げられます。 

 また、計画の策定の支援ですが、洪水浸水想定区域データ等の災害リスク情報の積極的



 -16-

な提供、Ｇ空間情報センターを活用するなどして利用しやすさに配慮した計画策定に資す

るさまざまな地理空間情報の提供、また、データだけでなく、技術的支援の充実、そうい

った専門家派遣などのさまざまな分野の専門的な立場からの計画策定支援、活用している

市町村の策定ノウハウを含めた事例集、マニュアルの作成、研修・説明会など、これらを

展開することが１３ページから１４ページの冒頭の部分までに挙げています。 

 また、ほかには国、都道府県や市町村との調整についても調整できる協議会などの仕組

みを整備したり、国土利用計画が全国計画、都道府県計画、市町村計画の仕組みである、

そういう縦に串刺しされているということを活用して、計画間の調整の仕組みをより整え

ることも必要ではないかということを示しています。そして、コンパクト＋ネットワーク

に関する既存の計画であります立地適正化計画などとは、制度改善などに当たって整理が

必要である点を示しています。これらをうまく活用して市町村計画を活用すれば、災害リ

スクに考慮した土地利用が進み、事前復興的な計画とすることができるのではないかとい

う可能性を示唆しております。 

 最後に、本文１４ページの５、今後の検討の方向性についてですが、引き続き国土利用

計画における土地利用計画制度である国土利用計画、土地利用基本計画については、今後、

市町村だけではなく、都道府県レベルの調整について、あるいは今回取りまとめで挙げま

した計画策定支援の方法などについても必要な議論を行うとともに、市町村の調査でも課

題として挙げられている市町村による適切な管理がなされていない土地の国土管理のあり

方などについて、今後、専門委員会で議論していく予定です。 

 少し長くなりましたが、以上で説明を終わらせていただきます。 

【奥野部会長】  どうもありがとうございました。 

 最後に、企画・モニタリング専門委員会でございますが、本日が第１回目の会合となり

ますので、事務局から報告をお願いいたします。 

【林田計画官】  では、資料８をご覧いただきたいと思います。１枚おめくりいただい

て、資料の１ページでございます。国土形成計画には、国土計画のマネジメントサイクル

を行うべく地理空間情報を活用すること、さらにビッグデータ等のさまざまなデータの活

用手法を検討するとあるのを受けて、検討を始めた次第でございます。 

 ２ページでございますけれども、２.０のコンセプトをまとめてございます。資料にござ

いますように、国土政策にもＰＤＣＡサイクルを導入すると。これからは国土情報の数値

化、それから地図化、こういったもの通じて見える化を図ろうということであります。 
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 背景としては、次のページの３ページに年表形式にしてございます。ＩｏＴであるとか、

ＡＩの最新技術、あるいはビッグデータの活用が始まっているというジェネラルな背景が

あると。また地理空間情報、しかも世界共通の基準に基づく、そういった情報が集積され

る環境が整ってきているということがございます。そして、世界共通の測地系データを用

いるということ、今、２ページに戻っておりますけれども、各国の国土政策との比較も可

能になるのではないかというように考えた次第でございます。 

 ただ、検討はこれからでございまして、正直この時点で、この手法で具体的にモニタリ

ングするというのはまだお示しできない状況です。しかし、この後これからの取り組みの

イメージにつながるような、この後の資料でこれからの取り組みのイメージにつながる既

存の取り組み事例をご紹介したいと思います。 

 ４ページ、５ページをご覧いただきたいと思います。まず、４ページでございます。ビ

ッグデータ等の活用事例でございますけれども、九州における、これは熊本地震前ですの

で若干古いのでございますけれども、外国人の移動状況をまとめた観光庁の資料というこ

とであります。携帯の移動履歴であるとか、あるいはＷＥＢの利用履歴のデータを九州の

地図上にマッピングしているということです。 

 次の５ページでございますけれども、携帯の移動履歴であるとか、あるいはナビサービ

スの使用履歴を用いた事例を掲げておりますけれども、時間もあるので説明は省略いたし

ます。 

 続いて、６ページでございますが、メッシュ別将来人口についてでございます。国土形

成計画では、国土を１平方キロメートルに分割したメッシュベースで見ると、２０１０年

と比較して、２０５０年に無居住化するメッシュは全体の約１９％というように推計され

ることを示しております。その推計手法のおさらいということですが、国勢調査のメッシ

ュ別人口と社人研の市町村別の将来人口推計を組み合わせているということでありまして、

２０５０年の人口を、その結果として１平方キロメートルメッシュ当たりで、男女別、５

歳別に見ることができるということです。ただ、数字は５年ごとに更新されるということ

で、５年に１回しか見られないということになります。 

 続いて、７ページでございます。７ページの地図のほうでございますけれども、今の１

キロメートルメッシュ、この単位を５００メートルメッシュ単位にするとどうなるかとい

うことでございます。図は相模原の事例でございまして、黒い四角の部分で比較を見てい

ただきたいんですけれども、１キロメッシュでは１つの色ということになっておりますけ
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れども、５００メートルのほうでは、特に相模台団地のあるメッシュ部分で７５歳比率が

高くなっているということであります。こういうものを地域で見る際には詳細な分析が可

能になるということで、今後、メッシュの５００メートルの細分化を進めてまいりたいと

いうように考えている次第です。 

 次に、８ページ以降でございますけれども、都市レベルの国際比較を行っている事例で

ございます。８ページはＯＥＣＤのレビューの事例でございます。ここでは日本、米国、

英国の各国の都市について、上乗せ賃金を都市の集積の便益というふうに定義をして比較

したものです。結果として、東京が相対的に高く、東京の集積効果が他の都市に比べて高

いという結果になっていることがわかるかと存じます。 

 続きまして、９ページでございますけれども、これもＯＥＣＤの報告でございますけれ

ども、ＯＥＣＤ、３１カ国ございますけれども、諸国の農山漁村地域の指標を比較したも

のでございます。日本はＯＥＣＤ全体の平均に比べると、一人当たり生産高であるとか、

あるいは就業率は高くなっている。一方で、失業率は低い結果となっているということで

ございます。 

 続きまして、１０ページでございます。１０ページは米国の研究によるものでございま

して、衛星から夜間光量を測定し、ＧＤＰ、生産高を推定したものでございます。トータ

ルすると、右の表にあるように、広域東京圏が世界最大ということになっているというこ

とです。 

 続きまして、１１ページでございます。１１ページでございますけれども、これは

LandScanという手法、これは衛星データによる人口密度の推計の例でございます。それに

よれば、東京をはじめ全世界の１８カ所がメガシティと定義されるということでございま

して、右の棒グラフは経済や社会面だけでなくて、環境面の要素も加味して、これら１８

メガシティを総合評価した事例でございます。このように、世界横断的なデータを用いる

と、国土について国際的な比較ができる可能性があるということをお示ししたものでござ

います。 

 続きまして、１２ページでございます。国土情報に係るデータを幅広く整理をここでさ

せていただきました。現在用いている公的かつ静的データからは、携帯の位置情報に代表

される民間のダイナミックなデータの活用も検討していこうというふうに考えております。

公的・静的データからダイナミックな民間のデータの活用も検討しようと。 

 続いて、１３ページと１４ページ、ちょっと細かくなるので、これはさらっと触れます
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けれども、人口やＧＤＰといったデータをリモートセンシングという、衛星とかそういっ

た手法でございますけれども、そういったものでデータ化した主な事例を掲げております。 

 続きまして、１５ページをご覧いただきたいと思います。１５ページは昨年開設された

Ｇ空間情報センターの概要でございます。ここに地理空間情報を集約し、加工・変換する

ことで、誰もが容易に地理空間情報にアクセスできる仕組みを構築することを目指してい

るということでございます。 

 続きまして、１６ページ、１７ページでございますけれども、これもイメージなので大

変恐縮なのでございますけれども、まだ実現はしておりませんけれども、こういったＧ空

間センター等を活用して、データを重ね合わせることで何ができるのか、見られるのかと

いう事例でございます。 

 １７ページの左の図は、将来人口メッシュデータと津波浸水ハザードマップの重ね合わ

せ、右のほうの図でございますけれども、これは人口メッシュデータとバスルート情報の

重ね合わせのイメージでございます。 

 続いて１８ページですけれども、実は「国土のグランドデザイン２０５０」というのが

国土形成計画の１年前にございましたけれども、ここには人口メッシュデータと役場など

の位置情報を重ね合わせた事例があるということで１８ページにまとめております。役場

から各メッシュまでの距離を横軸にとると、一定の距離の範囲にあるメッシュの人口合計

を縦軸にとったのが左下の棒グラフということであります。水色が２０１０年、濃い青が

２０５０年と。それらの比率を示したのが同じグラフの中にある折れ線グラフでございま

す。これを見ると、役場からの距離が近いほど、この比率が高い。つまり、地方を中心に

無居住化メッシュが１９％発生するわけですけれども、役場の周辺の地域では、人が相対

的に残る可能性が高いということを示していると。この結果は、小学校について同じよう

にやった場合でも同様な結果が出ます。言いかえますと、役場、小学校など日常を支える

機能が残った、いわば小さな拠点の整備が重要になるということをあらわしております。 

 以上が国土のモニタリング２.０のイメージでございますけれども、今年度何をやるかを

１９ページにまとめたものでございます。一言で言って、まずはＧ空間情報センターに５

００メートルの人口メッシュデータを入れる。他のデータとの重ね合わせができる環境を

まず整備していこうと考えているというのがこの１ページ。 

 ２０ページから２１ページでございますけれども、従来型手法によるモニタリングにつ

いてでございます。従来型というのは、国土形成計画における国土の基本構想実現のため
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の具体的方向性の内容というものがございますけれども、関係府省の施策の進捗度を統計

データ等で把握したものでありまして、２１ページに対流に関する具体的な方向性、代表

的な指標、現状値というものをまとめていると。これを毎年更新することによって進捗状

況が把握できるという従来型のやり方でございます。 

 最後の２２ページ、２３ページでございます。これは２.０を用いた計画のモニタリング

のより具体的なイメージ。すなわち、コンパクト＋ネットワークの達成度合いの測定のイ

メージです。２２ページのＡは、学校や医療施設、インフラなどの配置について各提供主

体の現時点の配置計画を単純に地図上に重ね合わせるイメージであります。Ｂがあるべき

コンパクト化のイメージだとすれば、Ａで十分なコンパクト化、ネットワーク化と言える

のかと、例えばそういったことを見ようというものであります。 

 続きまして、２３ページ、最後になりますけれども、携帯の位置情報等を用いて、ある

地域住民の一日の移動時間をはかって、その時系列的変化を見ることによってコンパクト

化、ネットワーク化の程度をはかろうということで、この２枚も大変恐縮なんですけれど

も、イメージレベルということでございますけれども、こんなことができたらいいなとい

うことです。 

 以上が人口メッシュデータ等の地理空間情報の充実とビッグデータ、ＩｏＴ、ＡＩ、こ

ういった最新技術の活用による新たなモニタリング手法の可能性についてのご説明であり

ます。ただ、具体化はこれからでありまして、従来型のモニタリングの手法と適宜組み合

わせることで、よりきめ細かい計画のモニタリングを実施していきたいというように考え

ております。 

 最後に、僣越ながら、タイトルに仮称というのをつけておりますけれども、委員の先生

方のお許しをいただけるのであれば、仮称というのを取りたいなというように考えている

次第です。 

 以上でございます。 

【奥野部会長】  どうもありがとうございました。 

 それでは、各専門委員会の審議状況を報告いただきましたが、今後の審議を進めるに当

たりましてのご意見、アドバイス等々のご発言をいただければと思います。これ、頻繁に

開かれるわけではございませんので、一当たりご意見をいただければというように思いま

すが、いつも家田先生に最初の口切りをお願いしているように思いますが、今日も家田先

生のほうからお願いできませんでしょうか。 
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【家田委員】  ありがたいような何とも言えないんですけれども、どうもご指名いただ

きまして、ありがとうございます。１点だけコメントなんですけれども、最後にご説明い

ただいた国土のモニタリングというのは当然の方向で、できる限り科学的な手法を用いて

表現していくと。それによって見えてくるものがよりよく見えるし、国民にも訴えやすい

し、同時にまた、政策の枠組みの妥当性みたいなものの判断もしやすくなると思います。 

 それで、特に意見を申し上げようと思うのは、国土管理で、中出先生がご説明いただい

た部分に関係するんですが、その前に、まず、図を見ていただくのがいいので、今ご説明

いただいた資料８の２２ページに大変象徴的な絵があると思うので、この図で発言させて

もらうと、左側のＡと右側のＢがありますねと。それで、Ｂのほうになると、ネットワー

クは変わっていませんけれども、少なくともコンパクト性については右のほうがいいよね

と、こういうことになっているんですよね。 

 このときにポイントが１つ、大事だと思うことを申し上げると、例えば郵便局のマーク

はどの拠点みたいなところに入っているんだけれども、だけど一方で、図書館は３つに入

っているけど、２つには入っていないですよね。ここがポイントだと思うんです。ネット

ワークがきっちりつながっていくと、移動のしやすさがぐっとよくなるので、全ての機能

を各地域が全部持つ必要はないんですよね。この機能はここに置くけれども、隣には置か

ないとか、あの機能はこっちに置くけど、こっちには置かない。例えば道の駅なんていう

のは全部に入っていますけど、道の駅、基本的に市町村が計画して、それで道路管理者が

協力してつくる。こういうことになっているので、えてして市町村ごとにばかばかつくっ

ていくことになるんですが、大事なことは、個々の市町村の中でクローズしてどうあるべ

きか、土地利用計画やプランを考えるのではなく、より広いエリアで考えた上で、それを

各市町村に投影すると、この市町村はこうあるべしというようなものが、ネットワークと

いうのを標榜する上での計画だと思うんですね。 

 実際、私も東北地方の三陸と福島の復興にいろいろとお手伝いさせていただく中で感じ

るのは、三陸については随分復興が、６年たって形になってきました。ただ、率直に言っ

て、隣近所の町がもう少し役割分担について連携しておったら、もう少し規模の小さい復

興の事業で済んだかもしれないし、あれだけ立派に高台の盛り土をして、あとほんとうに

埋まるんですかねということとか、隣近所の復興拠点がみんな同じ商業機能を持って歩い

ていると。どっちにしても中途半端になっているというようなことの問題は、一方で三陸

自動車道がほぼできつつあるという中ではちょっと違和感がある。 
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 あるいは福島の１２市町村の復興についても、基本的には各市町村が独立してつくるこ

とになっているので、でき上がりつつあるものは、実に細かい市町村が細かい市町村なり

に小さなものを頑張りましょうということになっているんですね。そういう反省を踏まえ

ると、中出先生のグループのところでお考えになっている市町村計画というものが、より

広域的な視点の中で何をすべきかを明確にしつつ、こういうものをしていくというところ

をもう少し強調されてもいいんじゃないかな。ちょっと私の聞き方が間違ったかもしれな

いんだけれども、と思った次第です。 

 以上です。 

【奥野部会長】  どうもありがとうございました。 

 それでは、岡部委員、お願いできますか。 

【岡部委員】  人口減少になってから、長らく大きな転換があると言いながら、何とな

く物事の進め方は大きく変わっていないような気がしていたんですけれども、今度の国土

形成計画を受けて、具体的に４つの専門委員会、部会、そして専門委員会の今ご報告を伺

いまして、やはり具体的な方策、特にモニタリングのあり方などについては、ドラスチッ

クな転換が見え始めてきているというふうに感じました。 

 まず、住み続けられる国土の専門委員会についてですけれども、先ほど藤山さんのご説

明から、中小都市の役割というのがこれから課題だというご指摘がありました。現在、い

わゆる田舎らしいところに憧れて、３０代、４０代の人たちが新しいライフスタイルを夢

見て移り住んでいるわけですけれども、もう少し世代を超えて考えていきますと、この人

たちが２０年後、３０年後、まだ年取っていないかもしれないですけれども、年取ってか

らどういうライフスタイルをイメージしているのかというのがもし見えてきているようで

したら教えていただきたいというのが、これについての質問です。 

 私自身は最後のモニタリング専門委員会のほうの委員であることから、モニタリングの

ことについて、今ご提案いただきましたモニタリング２.０という野心的な仮称がついてい

るわけですけれども、これに関して２点少し考えたことを申し上げたいと思います。 

 まず第１は、モニタリング２．０に盛り込もうとしている２つの新しいチャレンジです。

１つは、国際的な比較の視点を持つこと。今まで国土計画といいますと、日本の国内だけ

を見て、その外は真っ白という状況でしたけれども、日本を相対的に見るという視点が入

っています。ＯＥＣＤの例など、今グローバル化の中で検討されているさまざまな比較の

試みが、参考として示されました。私もかねてから日本の国土政策の大きな課題と思って



 -23-

いましたので、とても大切なことだと思います。 

 そのときに、単に日本の国というまとまりで他の国と比較するというよりは、地域単位

での比較が重要と考えます。例えばどの地域が世界のどこの地域と似ていたり、あるいは

参考になったりとか、そういう国の枠を少し溶かしたような形での国際比較をすることで、

各地域の戦略に資するとよいのではないかと思います。 

 第２の新たなチャレンジは、国土形成計画の大きな目標でありますコンパクト＋ネット

ワークというのをどうやってモニタリングするかということです。従来型の方法では政策

の達成度が何パーセントであるというようなことでできたものが、右肩上がりではないフ

ェーズになって、どうやって正しくモニタリングをするのかという、難題に直面している

というように思います。 

 大きな助けとなりうるのが近年のビッグデータに関する研究の大きな躍進です。けれど

も、私たちは、これに多少過剰な期待を持っているというところがあるのではないかと感

じています。私自身、東京大学の新領域の社会文化環境学専攻というところにいるんです

けれども、空間情報科学研究センターが協力講座となっています。いかに新たな課題に空

間情報を駆使して取り組めるかということで、一緒に何か研究できたらと思うんですが、

そう容易ではありません。ビッグデータは短期間のフローを把握するにはとても魅力的で

す。どのような対流が起きているかということに関しては、ここでもちょっと示唆のある、

資料の４ページ、５ページを見てみますと、大きな可能性を持っており、こうしたことで

モニタリングをしていくというのは、とても大切なことではないかと思います。一方、コ

ンパクト＋ネットワークが実現しているかどうかモニタリングするためには、どちらかと

いうと複数世代を超えた長期の変動を把握することが不可欠です。しかし、過去のデータ

を入れるのが非常に難しくて、ビッグデータを研究をされている方が興味を持っていただ

けない。大変なわりに地味な作業になってしまうことが１つ課題としてあるように思いま

す。 

 もう一点は、ヨーロッパレベルの空間政策が参考になるのではないかということです。

各国に権限がある状態で、複数の国を束ねた空間政策の試みは大きなチャレンジです。具

体的にはＥＳＰＯＮという機関が担っています。複数の国が、どうやって空間情報を共有

しながら展望を共有していくか。そのときにベースとなっていますのが、土地利用の現況

をみんなで共通のイメージとしてシェアするということです。ＣＯＲＩＮＥランドカバー

と呼ばれる土地被覆図が基盤となっています。今日のお話しですと、現況図は、国土管理
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専門委員会の報告のなかにあった土地利用構想図の前段階にあたります。現況図をベース

としながら、国土管理とモニタリングを組み合わせていくことを検討してはどうかと思い

ます。 

 ヨーロッパのレベルでされている空間情報に関しましては、大きく空間計画の２つの文

化があります。一つはドイツ系で、もう一つはフランス系です。ドイツ系のほうは複数の

情報を重ね合わせるんですが、フランス系はデータごとにマップをつくっていきます。フ

ランス系のほうが恣意性が少ないため、ヨーロッパレベルで空間情報を共有する場合に好

んで使われる傾向があります。 

 どうしても私たちは、将来のイメージをまず持った上で、それがどれだけ達成したかと

考えがちです。けれども、コンパクト＋ネットワークをどうやって把握していくのかとい

うときには、将来像以上に、過去からの継続的な把握が重みを持ちます。現況を把握し、

過去からのプロセスも見えるようにすることで、モニタリングが、そこに暮らしている人々

の実感に近い形で把握できるのではないかというように感じています。 

 以上です。 

【奥野部会長】  ありがとうございました。 

 それでは、柏木先生にお願いしたいと思いますが、最初に申し上げればよかったんです

が、大変恐縮ですが、時間の制約がございまして、大体お一人３分程度でお願いできます

か。 

【柏木委員】  簡単に２点だけ。１点目は、私はエネルギーの立場で出ておりますので、

全体を通して非常によくフォローできていると思いますけれども、エネルギーの視点がま

だあまり入っていないので、今後、少しエネルギーに関しての視点を入れていただきたい

と。国土形成計画自体は、私は国土の特性を生かせということ、ネットワークを図れとい

うことと強靱化を図れ。これ、エネルギーの観点でいけば、ローカルエネルギーの取り込

めと。それから、デマンドサイドのスマートエネルギー化を進めろと。３つ目が分散型を

ある一定規模入れろと。これを誰がやるかというと、自治体主導のシュタットベルケとい

う都市公社、エネルギー公社みたいなものがそこの地場産業を取り込んで電力の自由化、

あるいは強靱化をうまくもろに受けながら事業体を進めていくと。これによって、この地

域内の資金の循環、住みやすい、あるいは新しいビジネスモデル、自治体が入りますと見

守りサービスとか、高エネルギーの情報をもとに新しいビジネスモデルのチェーンができ

ると。これはやっぱりすごく大きなこれからの成長戦略だと。これはもう既に経産省、総
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務省、林野庁、環境省、国交省も今度入ることになっておりまして、地銀改革も含めてお

りますので金融庁も入っていると。６省庁連携という極めて重要なものになっているとい

うことを申し上げておきたいと思います。これが１点目。 

 ２点目は簡単なことで、モニタリング２.０と。１.０はアナログで、２.０がサイバーレ

イヤーというか、異次元ＩｏＴ、ビッグデータ、ＡＩと。これを利用して国土をモニタリ

ングするという意味で２.０というふうに言っていると思いますけれども、今、日本の政府

が言っているのがＳｏｃｉｅｔｙ５.０ということを言っているんですよね。１.０が狩猟

社会、農耕社会、工業化社会、情報化社会。５.０が異次元ＩｏＴと物理レイヤーが密接に

関連し合って人間オリエンテッドのこの社会のことを、首相見解で一応Ｓｏｃｉｅｔｙ５.

０という言い方をしていますので、ちょっとその整合性が、５.０だとか、２.０だとか、

ドイツはインダストリー５.０ということをＩｏＴ絡みのことを言っていますので、そこら

辺の明快な説明というのは必要なんじゃないかと思います。 

 以上です。 

【奥野部会長】  ありがとうございました。 

 それでは、坂村委員、お願いいたします。 

【坂村委員】  今、お話し聞いていて、どう進めるかといったところに「稼げる」とい

うことと「住み続けられる」ということが入っている。要するに地方経済をどうするのか

ということと、住民視点で住み続けるというような、そういう住民の目線で見るような話、

そして国土をどう管理していくのかということと国土利用計画と、非常にいいと思いまし

た。このような感じで検討して進めていく事は大変いいと思います。 

 ただ、そのとき、２点重要なことがあると思います。１つ、現代が昔と違うのは今ネッ

ト社会であるということですよね。そういう認識を強く持たないと、今もう既に、例えば

物販に関してはネット販売のほうがリアルな店より大きくなっているわけであって、地方

にお店をつくっても仕様がない。ネットに物をどう流していくかということの方が重要に

なります。 

 それから、例えば医療などにしても、全ての地方都市に必要なもの全部を集めるなんて

いうことはできない。それだったら大都市になっちゃうわけですから。そうなると、例え

ばネット診療とか、手術ならロボット手術するとか、それから教育に関してもネットで教

育することができるようになってきているので、そういうものをどうやって都市の形成に

組み込んでいくかということが重要になってくる。ですから、ネット社会の認識というこ
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とは、１つは情報通信技術をいかに最大限使うかということです。言うまでもなく、国土

管理に、例えばＩｏＴの技術を使うとか、そういうことをよく考えておかないと、とにか

く人間がだんだん少なくなっていくわけですから、コンピューターを最大利用するしかな

いわけであって、その辺が大事なことだと思います。そうなると、法律とか、今の日本の

法律が、言わずもがなですが、ネット社会に対応しているわけじゃないので、対面規制と

か──どこをどう変えていかなきゃいけないのかということですね。 

 それとか、特に地方は、手続するのに全部窓口に行ってなんていったら大変なことにな

るわけですから、例えば少なくとも国土交通省関係のそういうものだけでも、ネットで全

部申請できるようにすべきですよね。そうなってくると、例えば「判こ」はやめてくれと

いう話になるわけで、そうなってくると国交省だけじゃできないから、国全体として行政

をネット社会に一刻も早く移行していく──そしてそれを前提に計画が立てられないかと

いうようなことを思うわけです。 

 特に、ＩＣＴ化して国土をどう管理するのかとか、住民にどう利便性を与えるのかとい

うことに対しては、当然ですけど、我が国だけじゃなくて、ヨーロッパでもアメリカでも

どこでも関心を持っていまして、その場合に非常に重要なことは基盤の標準化です。標準

化した基盤技術は国が提供すべきだろうと。その中にどういうものが含まれるかと言った

ら、もちろん基本的なソフトウェアも入っているのですが、もう一つはデータです。特に

オープンデータは非常に重要で、できる限りのデータをオープンにすると。そして、それ

を国民や住民に使わせるようにするということで、いわゆる住民参加ということです。こ

れからの政府というのは、アメリカのガバメント２.０を見てもわかりますように、政府だ

けでいろいろ国土をつくっていくのではなくて、住民参加のもとで、どうやって国をつく

っていくのかと。そのときにＩＣＴが非常に重要であるという認識に基づいて進めている

のですね。 

 今、ここのところで何年か前に出した国土計画で「コンパクト＋ネットワーク」という

ことを言っていますが、考え方としては、１人ではできない。１リージョンではできない

と。だからいろいろなところが協力してネットワーク化していくんだということです。そ

の言葉の意味をもう一度かみしめて、それがこれからの計画に反映されることを期待して

います。 

 以上です。 

【奥野部会長】  ありがとうございました。 
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 それでは、坂田委員、お願いいたします。 

【坂田委員】  私は、先ほどお話しさせていただきましたので、ごく簡単にさせていた

だきますけれども、今、坂村先生がおっしゃった視点は、私ども共感させていただいてお

ります。私どもＳｏｃｉｅｔｙ５.０、もしくは最近私ども総長は知識集約というふうに言

っておりまして、その中で、坂村先生がおっしゃった中にもございましたけれども、遠隔

教育とかネット通販、そういった形で、実は都市に比べて地域は全体的に不利な環境にあ

ったわけですけれども、新しい環境下で、不利を不利としないような環境につくり変える

ことも状況によってはできるというふうに認識しております。 

 もう一つは、先ほどの知的対流ということですが、一方で知識集約ですので、知的なも

のが非常に重要であると。地域にとって足りないものは、都市との知的交流で補うという

ことと、それからもう一つは、私のポンチ絵にもあるんですが、知識集約と言ったときに、

どうしても非常に濃度の高い知的な力というのも、このネットの普及した社会の中でも重

要であろうというふうに思っておりまして、そういう意味で地域の大学などはキャンパス

の周辺に知識集約の拠点を形成して、そういったものが高速通信ネットワークなどで全国

とつながっていくと。それが地域の基盤を支えていくような姿も思い描いていきたいとい

うように考えております。 

 以上、１点だけです。 

【奥野部会長】  ありがとうございました。 

 事務局のほうから最後にまとめて、委員の皆さんのご意見、ご発言をお聞きになられた

感想等々をいただければというふうに思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

 では、中出委員、お願いします。 

【中出委員】  私も一度発言していますので、少しだけ。まず、家田先生から言われた

点については、我々も認識していまして、国土利用計画が国、都道府県、市町村という縦

系列があるのだから、都道府県が今後どういう調整に入っていくのかということも含めて、

ただ、基礎自治体じゃないと具体のニーズには対応できないだろうということで、市町村

からボトムアップしていくけれど、その調整は必要な部分としてあるだろうというような

ところで、この夏からその辺の国土利用計画における都道府県の役割等については少し議

論を進めたいと思っています。 

【家田委員】  １つだけ。それで都道府県にその機能を担わせるのが一番いいのか。そ

れとももう少しその辺の圏域で横つなぎでやるようなものがいいのか。少なくとも現状の
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都道府県にはそういう機能は果たし得ないと思うんですよね。 

【中出委員】  そのあたりも、実は具体の議論として、今までの委員会の中で、静岡県

の富士宮市の例を良い事例として扱っており、また隣の富士市の事例も構想図が出てきて

おり、両市の境界部分が重なりますが、あまり計画間の連動まではされていないので、第

二東名等の国幹道もある地域でありますので、もう少し連携できるのではないかという点

は言えると思います。そういう連携の必要性の議論は今家田委員に言っていただいたよう

なところを第２クールでまた議論したいと思います。 

 あと１点、企画・モニタリング部会は私も委員なので。どうしても国土は人間が使って

いるだけのものではないので、どちらかというと、都市的土地利用とか、人間の活動につ

いてのデータはどんどん蓄積されているけれども、従来型のデータではあろうとは思いま

すが、どちらかというと自然環境的なものとか、そういったもののフローも含めて、後背

地の問題とか、いろいろなものを今後考えたときにどういうデータをつくっていくかとい

うことを、もう少し考えていただければというところです。 

 以上です。 

【奥野部会長】  ありがとうございました。 

 それでは、藤山委員、お願いいたします。 

【小田切委員代理（藤山）】  では、ごくかいつまんで。先ほど岡部先生がおっしゃった

三、四十代じゃなく、五、六十代はどうなるかというのは、ぜひ委員会のほうでも、ライ

フステージというか、ライフサイクルの中でさらに議論していきたいと思うんですが、五、

六十代になりますと少し時間的余裕もできて、そういう中で、一定の都市圏の中でさらに

多様な働き方、暮らし方というのがある部分と、もう一つは介護の問題が今度ありまして、

そうなりますと、今、いろいろな介護分析を私も進めていますが、近隣の地域社会が一定

の役割を持つということは非常に重要になっています。看護費用も１０兆円、あるいは２

０兆円になりかねないところですから、そういったところも含めて、小さな拠点でそうい

うのをお互いがサポートし合うような、こういった方法が必要なのではないかなと。 

 あと、先ほど柏木先生がエネルギーというのを、住み続けるために非常に重要でござい

まして、こちらのほうも逆に小規模分散型で小さな拠点等に配置したほうが熱供給も含め

て高い効率がなし得るという可能性があるのではないかなと。そういったのを、小さな拠

点は次世代のエネルギーとか、交通、物流、あるいは先ほどご指摘があった情報の拠点と

いうことも非常に発展可能性があるのではないかな。この辺も委員会の中に取り入れてい
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けたらというように感じています。 

 以上です。 

【奥野部会長】  ありがとうございました。 

 続きまして、佐々木委員、お願いいたします。 

【佐々木委員】  ありがとうございます。私のほうからは、稼げる地域ですとか、住み

続けられる、それから国土の利用管理という観点に共通して見ていっていただきたいなと

思うのが、１つは、柏木先生が既におっしゃられた、これからエネルギーがどんどんいろ

いろな格好で変わってくる。それが地域づくりにどう影響するかというのは、これは全部

にかかわってくるので、モニタリングの重要な観点として見ていっていただきたいという

のは、既にお話のあったとおりでありますが、そのほかに、実はこの広い国土に道路のネ

ットワークが既にかなり整備されていると。一方で、それを全部維持管理できるのかとい

う観点が１つあると思うんですね。相当老朽化した、地方といいますか、中山間地の橋で

すとか、それから古くなっている、いわゆる放っておくと、このままだと土砂崩れに遭う

ような、そういう少し危ない場所もあるわけで、これを全部維持管理していくのかという

１つの観点。やっぱり取捨選択が必要なのではないかということは、これは地域づくりと

密接に関係してくると思うんですね。 

 それから、もう一つが、一方で道路は今のままではだめだと。さらに高機能化した道路

が必要であるというのは、これはＩＴＳの進化とか、より効率のいい国土という観点から

いうと、自動運転ですとか、そういうものに対しての道路の高機能化というのは一方で要

求されると。こういうことがどういうバランスで進めていけばいいかということは重要な

議論じゃないかなという気がいたします。 

 また、移動手段としての、今、大体車、鉄道、いわゆるおかを走るものがそういうこと

になっているわけですけれども、これからはもっと多様化して、超小型モビリティといい

ますか、パーソナルモビリティみたいなものも必要になってくるだろうし、そういうもの

がある意味、自動運転みたいな機能を備えなければいけないという点でも、その技術進化

が地域づくり、国土づくりに相当影響してくるのではないか。そういう技術進歩との兼ね

合いで、もう一つ言えば、ＩｏＴといいますか、Internet of Thingsといいますけれども、

ものづくりにものすごく影響を与えます。今まで工場が近くにないと、なかなか一つの製

品ができないのが、このＩｏＴによって非常に離れたところでも同期化して物がつくれて、

最後にどこかに集めて組み立てれば完成品ができるということで、産業の分散化というこ
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とですとか、ある意味在宅勤務みたいなものがどんどん進んでくると。こういうライフス

タイルの変化も伴うということも考えますと、今申し上げたようなものをぜひモニタリン

グの１つの視点として見ていっていただけるようになるといいのではないかというふうに

思います。 

 以上です。 

【奥野部会長】  ありがとうございました。 

 続きまして、地下委員、お願いいたします。 

【地下委員】  幾つかコメントさせていただきます。まず、今回の専門委員会の分け方

については、今日の各先生方の説明を聞いて、非常に合理的で論点がクリアになったかな

というふうに思っております。 

 金融の立場からいつも気になっているのは、実は、今日、藤山先生が指摘された小さな

拠点とか、中小都市の重要性ということを鑑みると、たしか先生の発言の中にも規模の経

済があまり働かない中での対流の促進が重要だということなので、我々金融機関から言う

と、規模の経済を追求してきたわけなんですね。コンパクトシティは必要だと思いながら、

いつも本当にうまくいくのかなというのは、規模の経済と逆行することもやらざるを得な

いと。そうすると、付加価値を上げるということしかないので、今日、知的対流拠点の話

が稼ぐ力のところで坂田先生からご説明がありましたけれども、結局のところは規模の経

済があまり働かない中での付加価値をとことん知的交流で考えなければいけないというこ

とだと理解しています。 

 各専門委員会からご説明があった今後の検討課題もその流れをさらに追求していくのか

なと感じております。特に、付加価値を上げるためには、今地域で金融やっている実感か

ら言うと、ないものを連れてくるより、あるものを生かすというのがより重要かなという

ように思っていますので、柏木先生がおっしゃったエネルギーなんかも地域資源というこ

とでじっくり考え直す必要があるのかなというように考えております。 

 最後に、モニタリングのところにつきまして、名称については、私は特にコメントはご

ざいませんが、ぜひこの成果を自治体とか住民が見えるようにしていただきたいと。国の

施策というのを地域の人はあまり知らないというのを前回の会合でも申し上げましたけれ

ども、案外あるんですね。せっかくこういうところで皆さん専門家の方が一生懸命考えて、

国策として進めようと言っているのに、案外地元で、現場で一生懸命考えている人は、そ

のコンセプトをあまりご存じないので、特に今日ご説明のあった国土管理でも空間化のお
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話がありましたけれども、ビジュアル化してわかるようにすると、案外地域の人がほっと

いても気づいてくれて、そうすると、人間、情報が同じであれば、考える方向性にあまり

差は出てこないような気がするので、ぜひモニタリングの観点では、それを地域にフィー

ドバックするというところも重点を入れていただけたらと思います。 

 以上でございます。 

【奥野部会長】  ありがとうございました。 

 続きまして、寺島委員、お願いいたします。 

【寺島委員】  私もグランドデザイン形成計画と並走してきて、この計画推進という段

階に入り、その後、気になる数字が見えてきて、何点かだけ確認のため発言させていただ

きます。 

 まず、１点目ですけれども、昨年発表になった「日本の統計」、異次元高齢化がいよいよ

ここまで来たかと驚きました。８０歳人口がついに１,０００万を超したというのが、昨年

の日本にとって大変大きな特色だったのです。これにより２０５０年状況に向けて、８０

歳以上の人口が２,０００万人に迫ることを視界に入れて議論しなければならなくなりま

した。６５歳以上人口というレベルではありません。 

 今、東大の医科学研究所と、２１世紀に入っての生命科学の進化、つまり、ＤＮＡ等の

解析を進めていますが、このような知見を国土計画的な視点にどう生かすのかが重要にな

ってきています。というのは、ＩＣＴ、ＡＩ、ＩｏＴの全てに関係しますが、８０歳以上

人口１,０００万人ということは、医療との相関で何がポイントかというと、８０歳でも７

割が健常者ということです。しかし、これは物理的な健常者であって、精神的な健常者で

はありません。おそらく、３分の２以上は精神的には健常者ではないだろうというのが８

０歳以上について見えてくると。そうなったときに、地域社会や国土を考えるときに、こ

の異次元の高齢化を生命科学の進化の中でどう捉えておくのか。これが非常に重要になっ

てきていると最近思い始めています。 

 ２点目が、先ほどの指摘にもありました、アジアダイナミズムです。港湾物流には変化

が表れていますが、我々はこの計画の中で、二面活用や対流という言葉でアジアダイナミ

ズムとの向き合い方を議論してきましたが、中国、加えてインド、そしてアセアンと、お

そらく２０５０年状況では世界のＧＤＰの５割は日本を除くアジアによって占められてい

るという推計が出てきていて、それを視界に入れた国土計画でないといけないというとこ

ろに大きな変更というか、視界を広げていくべきポイントがあるという気がします。 
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 ３点目は、これがなかなか重い、いよいよ昨年の全国全世帯の家計消費支出の分析が出

ていますが、２０００年から２０１６年までに全国全世帯の一世帯当たりの家計消費が４

２万円減りました。急激に日本は貧困化しているのです。しかも、これはものすごい地域

偏差と格差があります。例えば東京をベースにしたら、全国ではこれが大きなギャップに

なっている。 

 ですから、先ほど話したモニタリング２.０などと言っている視界の中に、地域間の経済

格差をどういうふうに視界に入れておくのか。それが地域をどんな産業で活性化するのか

という構想力が問われているのです。そこで最後の４点目、私は自動車社会や、リニアイ

ンパクト、エネルギーの構造を視界に入れたときに、やはり国土計画の中にも賢く幸福に

地域で生きるという、そういう指針が広域地域計画に対して投げかけるべきこととして出

てくると思います。要するにソーシャルエンジニアリングです。社会工学的に課題を抽出

して解決していく方向感を国土計画はにじませていくという、その方向性が必要になって

くると思って受けとめています。 

 以上です。 

【奥野部会長】  ありがとうございました。 

 続いて、宮本委員、お願いいたします。 

【宮本委員】  ４点コメントさせていただきたいと思います。私、企画・モニタリング

専門委員会に入っておりますので、主にそこの部分です。１点目は、ほかの省庁等でもＧ

ＩＳ等を使いつつあって、そのデータがどんどん出てきていると思うのですが、このよう

にいろいろなモニタリングをした結果、省庁枠を超えた何か統合したポータルのようなも

のを設けるのかどうかということをご検討いただきたいと思います。 

 それから、２点目ですけれども、どちらかというと、肯定的でないネガティブなデータ、

ハザードマップなんかは代表的なものかと思いますが、そういうものも積極的にモニター

して公表していただきたいと思います。逆に見える化すべきでないデータというものがあ

るのかどうかご検討いただきたいと思います。具体的には、例えばテロとか、悪意を持っ

ている集団とか個人に利用されると困るようなデータはあるのかというのがちょっと気に

なっているところです。 

 それから、３点目ですけれども、ＧＩＳを使うというのは非常におもしろくて、私も初

歩的なものを使い始めて、すごく利用価値の高いものだと思うのですが、従来的なものす

ごく効率の悪い現地踏査を実際にすべき部分というのをどのように選択して、どのように



 -33-

連携していくのかということもご検討いただきたいと思います。 

 資料８の１８ページにあるような無居住化地帯で、日ごろ人以外の生き物を私相手にし

ておりますので、そうするとリモートセンシングで上から見た森林と、それから森の中で

泥だらけになって調査したときにかなりギャップがございます。この案を拝見して基本的

には室内でコンピューターの前に座ってモニタリングするイメージかなと思ったのですけ

れども、そういうことから落ちてしまう情報というのも気にしていったほうが地方にとっ

てはありがたいと思います。 

 ４点目ですけれども、平面図で示したときに見えなくなるものもあるのではないかとい

うことを懸念しております。基本的にはメッシュの中にある価値を示すものですけれども、

メッシュの中のヒトとかモノとかカネとか情報とか、そういうものについてはかなり示せ

ると思うのですが、例えば時間的作用によってプラスの重みづけができるもの、あるいは

マイナスの重みづけがされてしまうものというのがあるように思います。特にプラスの場

合は、一見動きがないように見えるような、年数が重なることで価値が出てくるもの、例

えば遷移の進んだ森林であるとか、あるいは歴史的な建造物であるとか、そういうものと

いうものの価値をどのように平面図にあらわしていくのかということにも工夫が必要かな

と思いますので、ご検討いただけたらありがたいと思います。 

【奥野部会長】  ありがとうございました。 

 それでは、望月委員、お願いいたします。 

【望月委員】  私は、特にある分野の専門家というより一生活者の立場から意見を申し

上げます。そもそも何のため、誰のための政策であるかということを忘れないでいてほし

いというのがまず１つあります。政策の話をしていくと、どうしても政策そのものが目的

化してしまって、最終的に何のためにこの政策を出しているのかが飛んでしまうことがあ

るので、そこを踏みとどまって常に目的と政策を行きかってもらいたいと思います。 

 この報告の中で目的として私に響いたのは、「世代を超えて人々がそれぞれの幸福を追

求することを可能にする国土であること」というところです。いろいろなことをやるけれ

ども、最終的にこれを目指すべきだろうというと思いました。その点から稼げる国土、住

み続けられる国土等について若干感じたところを申し上げます。稼げる国土ではキーワー

ドは内発的だと感じました。例えば具体的なマニュアルができているわけですけれども、

これはそれを必要とする人、使う人にとって実際に使えるものでなければ何にもならない。

そのためにＰＤＣＡを回すということを常に行ってほしいということです。 
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 それから、今後の検討のあり方についても、国土政策がべき論で語られるのはちょっと

危険じゃないかと感じました。例えば稼げるというのは、実際に内発的な経済活動だった

り、市場原理のもとに稼げるということが出てくるわけであって、あるべき国土政策が先

にあるわけではない。そういうことから行けば、考え方の順序としては、内発的な活動を

阻害する規制緩和や物流革新というようなものを伴った上、必然的に国土政策が出てくる

というような流れでないと説得性がないと思いました。その点でそういったキーワードを

大事にしてほしいなというのが１つ。 

 それから、住み続けられる国土に関して言えば、従来価値にとらわれない大胆な転換と

いうのを、この議論の中で必要とされているという感じがしました。というのは、例えば

稼げる国土の議論と違う形で住み続けられるというのは、触れにくいんですけれども、解

決できない問題とどう対応するかではないか。今までの考え方ではなくて、いろいろな先

生からも話が出てきていますけれども、住み続けるということも、単に住まいを確保する

ということじゃなくて、そこに暮らし続ける人の暮らしだったりとか、文化であったり、

それが維持されるということが目的だとすると、ある意味では物理的な部分については上

手な畳み方を必要としているのではないか。ここに知恵が必要なんじゃないか。また、今

までの圏域論はもう通用しなくなっているんだということであれば、その部分を超えた議

論というのをぜひ積極的に行っていただけたらというように思いました。 

【奥野部会長】  ありがとうございました。 

 では、続いて矢ヶ崎委員、お願いいたします。 

【矢ヶ崎委員】  ありがとうございます。各専門委員会のご審議の報告を大変興味深く

拝聴いたしました。その上で３つ、私は観光が専門ですので、そちらのほうに偏るかと思

いますが、申し上げたいと思います。 

 まず、１つ稼げるということに関しては、観光も大変に貢献しなさいということになっ

ておるわけなんですけれども、なかなか日本の観光分野というのは稼ぎ方がこれまであま

り上手ではなくて、安売りをして人をたくさん連れてくるようなところがなきにしもあら

ずです。やはり地域が限られた資源を使ってしっかり稼ぐということになると、付加価値

を高めるということが非常に重要になってきて、例えば風景を見るだけの地域、場所を、

ガイドをしっかりつけた上で、一日かなり料金を取れるようなところにしていくというよ

うな付加価値のつけ方というのが重要になってくるのではないかなということがあります。 

 それから、地元で稼いだお金が回っているのかという観点が非常に重要でありまして、
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例えば、私の郷里は北海道なんですけど、ニセコには外国人のスキーヤーがいっぱい来ま

して、そしてスキーを教えるインストラクターの数も大変増えました。けれども、その方々

はオーストラリアからやってきて教えていらっしゃる。１日数万円から十数万円稼ぐ方が

いらっしゃいますけれども、シーズンが終わると、稼いだお金は全て本国にお持ち帰りに

なってしまうというようなことで、地域にほんとうに落ちているのかという地域循環の観

点、記載がありましたけれども、大変重要な観点と思います。 

 そして、観光にとっては、そもそも観光客を呼んでくることができる文化的資源である

とか、歴史的資源であるとか、こういったものを保全、修理して、そしていい状態で人々

にも見ていただいて、もちろん暮らす人々にも活用していただいてという、お金が足りな

くなってくるというところが非常に心配されております。人を呼べる資源、文化資源、歴

史資源がみずから自分の修理代を稼いでいけるような、そういった観点も観光にとっての

稼ぐというのは重要かなというのが１点でございます。 

 それから、２つ目は、多層なコンパクト＋ネットワークというのが大変重要なキーワー

ドの１つと思っておるんですけれども、暮らす方々にとってのコンパクト＋ネットワーク

の広がりと、観光客、交流人口というところを考えたときの圏域の広がりと一致しないと

ころもあるのではないかなというように思っておりまして、例えば知的な対流ということ

を目的にしますと、ある程度、観光客であっても滞在型をしていただいて、地域の方々と

の接点を増やしていくということも大変重要なんですけれども、そういうことになります

と、地域と地域が連携する広域の形がすごく重要になってまいります。 

 そして、観光客は、いわずもがな、行政区は関係なく移動いたしますので、この知的対

流を観光客も交えて起こすような、そういう広域の地域のフォーメーション、組み方とい

うのは、誰がどのように調整をしていくといいのだろうか。ＤＭＯということも記載があ

りますけれども、これは組織でありますので、それの以前に大きなビジョンといったもの

が、どこかの行政区を越える調整が必要なのかなという、大変難しいところなんですけれ

ども、そんなことがあるような思いをしております。 

 最後３つ目は、簡単になんですが、地域に移住される方々は確かに増えていると思いま

す。特に子育て環境がいいというようなことで移住もされていらっしゃる。今、日本人の

話がメーンになっておりますけれども、実は観光の分野で観光客を呼ぼうとなると、地域

に住んでいらっしゃる外国人の方々の活躍というのが、たったお一人、たった数人であっ

てもとても大きな活躍をされる場合があります。高野山にはスイス人のお坊さんがいらっ
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しゃるとか、ニセコもそうですし、四国の祖谷渓もそうです。国東もそうです。いろいろ

なところにその地域を愛して住んでいらっしゃる外国人の活躍というのが見えます。そう

いった力も取り入れていくことができないかなと思った次第です。 

 以上です。ありがとうございます。 

【奥野部会長】  一当たりご意見をいただきました。ありがとうございました。 

 私も感想めいたことを簡単に二、三述べさせていただきますと、各専門委員会では、各

分野からのコンパクト＋ネットワークにつきまして、非常にわかりやすく読み解いていた

だいて、また積極的に議論を展開されているというように感じております。また、今日の

皆さんのご意見の中で、次のステージに進むために何が大事かというような点のコメント

もいただいたように思います。 

 第二次国土形成計画の基本的なテーマは「対流」でございまして、対流を起こすには五

右衛門風呂の下のたき口の熱源が要るわけでございますが、それは各地域、あるいは各圏

域のコンパクト＋ネットワークでありまして、その中のさらにエネルギー源になるのが多

様な主体であり、小さな拠点だということだと理解しています。 

 先ほど藤山委員のほうからご説明があったのでありますが、限界集落、これをこういう

会議で最初に取り上げたのは、多分、最初の形成計画のときの計画部会だったと思います。

もう１０年以上前でありまして、またいろいろ調査をされて、その１０年後の見込みはど

うかというようなこともそこの部会で議論されたということでございますが、そのときに

はおそらくイメージとして、１０年後には朽ち果てた、あるいは傾いた家が農山村にはい

っぱい出てくると。それから農山村の人口１,０００人、２,０００人のところの町では、

シャッターもないようなガラス戸が傾いたようなところが町の姿ではないかというような

イメージも、我々一方で心配したわけでございますけれども、私もこの関係やら、それか

ら強靱化の関係やら、それから多様な主体の参加、協調社会との関係でいろんなところに

行って話をする機会があるのでございますけれども、昔だったら、限界集落のようなとこ

ろで高齢者が７０、８０の女性ばっかりというようなところもあるのでございますけれど

も、意外と健全で元気よくて明るく生活していらっしゃるということ。 

 それから、人口１,０００人、２,０００人の町も、もちろん大都市のようなわけにはい

きませんけれども、非常に機能がきちんとしていて、小ぎれいに機能しているという感じ

が町を歩いていて、あるいは話し合っていて、いろんな人と話ししまして、いろいろなと

ころがあります。それは大変なところもあるんだけれども、非常に意外な一面でございま
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して、先ほどの藤山先生の話も、限界集落を最初にこういう場で話し合ったときとはちょ

っと、いろんなケースがあるんだということがわかってきたなというように思います。 

 そうした中で、これから我々議論する、コンパクト＋ネットワークを議論するについて、

今日も大事なご指摘が出ておりますが、家田先生もおっしゃったどういう圏域で考えるん

だということ、これは非常に大事なことだと思うんです。町のコンパクト＋ネットワーク、

これは都市によっては、最初に名前を使われたのは岩手県の北上市ですけれども、各都市

でも総合計画をつくるときに、あじさい型とかコンパクトネットワークというふうなこと

で推進していらっしゃるところもあるわけでありますけれども、一方で、先ほどご発言が

ありますように、県では片づかないコンパクト＋ネットワークもあるわけです。 

 そうした中で、形成計画にも出てきておりますし、先ほどの企画・モニタリングのほう

でもその関係の資料がちょっと出ておりますが、例えばスーパー・メガリージョン構想、

広域都市圏構想というのは、日本の成長のエンジンとして機能してもらわなきゃいけない。

東京、名古屋、大阪等々がですね。それぞれの圏域の３大都市圏、それからリニアの中間

駅では、それぞれいろいろな段階での計画、あるいは実施に移していらっしゃるところも

ありますけれども、全体として、一体となって日本を引っ張るにはどうしていくんだとい

うふうなところは、これはまだまだこれからの議論でありまして、非常に大きな問題が残

っているというのは確かだろうというふうに思っておるところでございます。 

 それでは、恐縮ですが、事務局のほうからご感想、あるいはお聞きになりましてコメン

トがございましたら、どなたかお願いできませんでしょうか。 

【国土政策局長】  全般にわたるので、私しか答えようがないところがございますので、

私から全般的なお話をさせていただきます。 

 非常に広範なご意見をたくさん賜りました。まず、４つの専門委員会を設けて進めると

いうことに対して、４つに分けてやるという形に対しては、このような進め方で良いので

はないかといったご指摘がございました。非常に心強く感じているところでございます。

４つに分けるというのが、実は分けられない問題でもありまして、例えば住み続けられる

と稼ぐというのは、まさに表裏一体の問題でありますし、モニタリングをして見える化を

するということが合意形成を図っていくことと、国土の管理を進めていくこととも密接不

可分な関係になっているところはあるわけです。しかし、あえて議論を４つの専門委員会

にそれぞれ分けて、別の視点からこの１年間ご議論をいただいたわけでございます。 

 その結果、それぞればらばらという感じではなくて、結果的には同じ方向にたどり着き
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まして、今日もご議論いただいているところです。全体として非常に整合のとれている、

方向性としてはみんなベクトルが共通している形の中で、またこれからそれぞれの専門委

員会へ持ち帰って、今日いただいたご意見も踏まえながら議論をさせていただくわけです。

最終的にはこれを計画推進部会に報告しまして、計画推進部会の中でそれぞれの議論を融

合して全体像を描いていくことになってまいります。それを、計画推進部会から国土審議

会へ、またご報告をいただくといった形になっていきます。今日は最初の取っかかりにな

るような多方面のご意見をいただいて、それぞれの専門委員会の動きもそれぞれが見える

ようになりましたので、連動しながらやっていく形にしたいと思っております。 

 いろいろな重要なキーワードがあると思います。例えば地下先生がおっしゃった規模の

経済から付加価値型経済に変えていくとか、それから望月先生が内発的な構造をつくって

いくんだという話については、私どもの気持ちとしてはまさに共通しており、そのような

考え方で進めているところでございます。それが重層的なコンパクト＋ネットワークの中

で地域の方々もそこからどうヒントを得て、そして具体的な各省の政策も見えるという形

で、それぞれが同じ方向に動いていけるかということが非常に大事だと思っております。 

 国土計画というのは、ある部分、まさに国の総合政策なわけですが、例えば経済財政諮

問会議と国土政策の決定的な違いは、総合政策を空間化する、地図に落とすということで

あります。まず空間化して見えるということ、共通で見えることによって隣同士の市町村

との連携が出てきたり、民間との連携が出てきたりと、こういった考え方でありますので、

そういった意味でも今日モニタリング２.０がＳｏｃｉｅｔｙ５.０とどういった関係だと

いう柏木先生のお話もありました。Ｓｏｃｉｅｔｙ５.０というのは目指すべき世界という

政府の基本的な方針になっていますけれども、モニタリング２.０と言っているのは、従来

型のモニタリングのように例えば小さな拠点を何カ所つくりましょうといったことではな

くて、違う政策の方、違う公共団体の方々が共通の形で議論ができる共通の基盤をつくっ

ていく必要があるだろうという趣旨です。その共通の基盤というのは、坂村先生から、ま

ず標準化というのが大事だというお話があったわけですが、少なくともちゃんと地図で、

同じ地図を通じて議論ができることを目指そうということです。今、世界測地系で一つの

地図ができるようになっているので、そうした共通の基盤をモニタリングの中で、まず国

交省が率先してつくり、その中で評価をして、それを地域の方にも見ていただいて、市町

村の計画なりいろいろなところに反映していく形を目指していこうということです。今ま

では、共通の基盤をつくって地図をつくって議論をすることが十分できていなかったわけ
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で、そこを大きく進めようという、従来と違うという意味で２.０といった言い方をさせて

いただきたいというのが２.０という意味合いでございます。 

 ですから、この言葉が良いかどうかというのもあるのですけれども、考え方はそういう

ことです。その中で、例えば宮本先生からの、省庁間を超えたポータルをつくるのかとい

うお尋ねですが、この資料にもございますが、Ｇ空間情報センターをつくることが、地理

空間情報活用推進基本計画という政府で閣議決定をした計画の中で方針として決まってお

ります。そういった共通のポータルをつくっていくことが政府の方針で、まだ初期段階で

ありますけれども、稼働してきております。例えば今まではメッシュデータをそこに重ね

て分析したり、見えたりするようなことが、十分、情報公開できていなかったのですが、

今回メッシュデータも１キロメッシュを５００メートルメッシュに解像度を上げて、そう

いったところでも見える形を目指しているということでございます。いずれにしても、共

通の議論ができる基盤をつくって、今日いただきました様々なご意見、例えば、エネルギー

の問題、ネットの問題が、十分ではないというのは、本当にご指摘のとおりでございます。

これから、それぞれの専門委員会で議題として、そういったものも取り上げるように、そ

れぞれの専門委員会の先生方ともご相談をさせていただいて、議論もさせていただきたい

と思っております。その節にはまた、坂村先生なり、柏木先生なりからもご示唆をいただ

きたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。あまりまとまりがなく恐縮で

ございますが、これから議論を深めさせていただきたいということでございます。 

【奥野部会長】  ありがとうございました。もう時間が来ておりますので、この議題に

ついては、今日はこれくらいにさせていただきたいというふうに思います。ありがとうご

ざいました。 

 第２のその他、何かございますでしょうか。 

【広域地方政策課長】  それでは、時間も迫ってございますが、お手元の資料９に基づ

きまして、現在の広域地方計画の推進状況につきまして、簡潔にご報告させていただきま

す。 

 １枚めくっていただきまして、東北から九州までの広域地方計画には、全国計画と同様

に地域レベルの将来像ですとか、それに基づく施策の方針が記載されておりますけれども、

全国計画にない特徴としまして、施策の方針の実現に向けた具体的な取り組みとして広域

連携プロジェクトというものを記載しております。プロジェクトの数は計画によって違い

ますけれども、８ブロック、合計では１１６のプロジェクトがございます。 



 -40-

 一例としまして、４ページに飛んでいただきまして、ここに首都圏のプロジェクトを１

つの事例として載せてございます。「東北圏・北陸圏・北海道連結首都圏対流拠点の創出プ

ロジェクト」という長い名前がついてございますけれども、これは資料の一番上の四角囲

みにあります目的とコンセプトのところにございますように、北海道、東北、北陸、上越、

この４つの新幹線で結ばれる首都圏が、これらの沿線の東日本各地域のネットワークの結

節点としてヒト・モノ・情報、こういったものの広域の連携交流を促進する、そういう機

能の強化を図ろうというものです。具体的には、４つの新幹線が終結する大宮駅を中心し

まして、東日本地域と首都圏、さらには将来リニアで結ばれるようないわゆるスーパー・

メガリージョンと、この地域の企業取引の拡大ですとか、あるいは農産物の紹介、広域観

光、こういった取り組みを進めることにしております。 

 計画の記載はここまででございますけれども、その後このコンセプトに基づきまして、

大宮駅を擁するさいたま市と、それから沿線の１７の都市が中心になりまして、地方創生

交付金なども活用いたしまして、広域の連携を進める東日本連携・創生フォーラム、こう

いったものをつくっております。さらに、そこでの議論に基づきまして、大宮駅前にビジ

ネスマッチングを行うための会場ですとか、あるいはアンテナショップ等を有する東日本

連携支援センター、これはまだ仮称でございますが、この開設の準備も進んでいるという

ように聞いております。 

 こういうプロジェクトが全部で１１６ございまして、詳細はホームページ等で公表して

ございますけれども、今回はその次の５ページ以降に名称のみを記載してございます。各

プロジェクトは、今日ご議論いただきました各専門委員会の検討結果も踏まえながら、本

年度より本格的に動き始めますので、また来年度のこの部会で詳細をご報告させていただ

ければと存じます。 

【総務課企画室長】  私からは資料１０に基づきまして、国土・地域計画の海外展開に

ついてご説明させていただきます。 

 我が国では高度経済成長期、また成熟期、あるいは現在の人口減少・高齢化など、時代

背景を踏まえた幅広い国土計画の経験を有しています。それらの経験や知見を生かして、

国土計画・地域計画の策定や推進を支援するためのプラットフォームを構築していきたい

と考えております。 

 昨年１０月に開催されました国連機関の会議において、我が国からプラットフォームの

必要性について提示し、多数の国から関心が示されました。特にアジア地域では近年、か
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つて我が国が経験したような急速な経済成長に伴う無秩序な国土の開発や都市の拡大が大

きな課題となっており、多くの国で国土・地域レベルの計画や制度の必要性が認識され、

我が国にも協力の依頼が寄せられているところです。プラットフォームのメンバーとして

は、ご覧のような関係者を考えておりまして、現在、関係国、関係者への働きかけを行っ

ているところです。 

 取り扱うテーマといたしましては、関係国のニーズによるところもありますが、国土・

地域計画や土地利用、個別の都市を超える大都市圏としてのガバナンスなどを想定してお

ります。また、単に国土・地域計画レベルの連携にとどまらず、質の高いインフラの海外

展開を促進できるよう、上流に当たる国土・地域計画の段階からその必要性を十分認識し

た上で、その後の開発も進められるように、また、我が国企業の案件発掘につながるよう

な協力も行っていきたいと考えております。今年度につきましては、主に２カ国間におい

て我が国から情報提供を行ったり、相互の学び合いに注力することで関係構築を進めまし

て、２０１８年に日本においてプラットフォーム設立の国際会議を開催したいと考えてお

ります。 

【奥野部会長】  ありがとうございました。その他は以上でよろしいですか。 

 それでは、ちょっと時間が延長してしまいまして、大変申し訳ございませんでした。 

 以上で議題を終了させていただきます。大変ご熱心な議論、ありがとうございました。 

 あとは事務局にお返しします。 

【総務課長】  次回の計画推進部会の開催日時等につきましては、また改めてご連絡を

させていただきます。 

 また、本日お配りしました資料につきましては、席にそのまま置いていただければ、事

務局から送付させていただくことにさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 本日はどうも長時間にわたりまして、ありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


